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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

市
町
村
に
よ
る
空
家
等
活
用
促
進
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
幅
広
く
柔
軟
に
指
定
で
き
る
こ

と
を
明
確
に
し
、
指
定
の
基
準
や
手
順
を
明
示
す
る
な
ど
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

市
町
村
長
に
よ
る
管
理
不
全
空
家
等
の
所
有
者
等
に
対
す
る
指
導
及
び
勧
告
が
円
滑
に
行
え
る
よ
う
、
ど
の
よ
う
な
空
家

等
が
管
理
不
全
空
家
等
に
該
当
す
る
か
、
具
体
的
な
状
態
を
示
す
こ
と
。 

 

三 

特
定
空
家
等
又
は
管
理
不
全
空
家
等
の
所
有
者
等
で
意
思
能
力
に
欠
け
る
疑
い
が
強
い
が
成
年
後
見
人
が
選
任
さ
れ
て

い
な
い
者
へ
の
勧
告
等
の
手
続
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
自
己
決
定
権
な
ど
へ
の
配
慮
を
し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
る

こ
と
。
ま
た
、
管
理
不
全
空
家
等
に
係
る
勧
告
等
の
対
象
と
な
る
者
の
う
ち
、
意
思
能
力
が
不
十
分
な
者
又
は
意
思
能
力
を

欠
く
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
を
管
理
す
る
各
種
制
度
を
積
極
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。 

 

四 

多
数
者
が
共
有
す
る
特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
過
度
な
行
政
負
担
が
か
か
ら
な

い
よ
う
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

五 

本
法
に
基
づ
く
特
定
空
家
等
に
対
す
る
措
置
を
受
け
た
所
有
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
新
た
な
所
有
者
に
対
す
る
手
続
面
で

の
保
障
に
配
慮
し
つ
つ
、
同
措
置
の
効
果
を
早
期
に
発
現
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 



六 

管
理
不
全
建
物
管
理
人
制
度
等
の
周
知
に
努
め
る
な
ど
、
財
産
管
理
人
に
よ
る
空
家
等
の
管
理
な
ど
が
進
み
や
す
い
環
境

を
整
備
す
る
こ
と
。 

 

七 

命
令
等
の
事
前
手
続
を
経
る
い
と
ま
が
な
い
緊
急
時
の
代
執
行
制
度
に
つ
い
て
、
過
度
な
財
産
権
の
制
限
と
な
ら
な
い
よ

う
、
ま
た
、
制
度
の
円
滑
な
活
用
が
進
む
よ
う
に
す
る
た
め
、
緊
急
時
の
代
執
行
が
可
能
な
場
合
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
。 

 

八 

本
法
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
代
執
行
の
対
象
と
な
る
特
定
空
家
等
に
残
さ
れ
た
動
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て
検
討
を

進
め
る
こ
と
。 

 

九 

借
地
上
の
特
定
空
家
等
が
代
執
行
に
よ
り
除
却
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
土
地
の
利
用
価
値
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
土

地
所
有
者
等
が
利
益
を
得
る
と
し
て
費
用
負
担
を
求
め
得
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

十 

市
町
村
長
に
よ
る
空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
の
指
定
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
先
進
事
例
や
指
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方

を
示
す
な
ど
、
市
町
村
長
が
指
定
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。
ま
た
、
市
町
村
が
空
家
等
管
理
活
用
支
援
法
人
を
積

極
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
、
十
分
な
支
援
措
置
及
び
予
算
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

十
一 

本
法
の
円
滑
な
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
空
き
家
担
当
職
員
の
確
保
及
び
地
方
公
共
団
体
の
空
き
家
対

策
予
算
の
充
実
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
公
共
団
体
の
担
当
職
員
の
増
員
を
促
し
、
地
方
交
付
税
制
度
等
に
よ
る

財
政
の
支
援
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十
二 

空
家
等
の
発
生
及
び
増
加
の
抑
制
の
た
め
の
対
策
を
講
じ
、
地
方
公
共
団
体
に
そ
の
対
策
を
促
す
こ
と
。
ま
た
、
空
家

等
の
活
用
等
を
促
進
す
る
た
め
、
筆
界
又
は
境
界
の
確
定
に
関
す
る
所
有
者
及
び
市
町
村
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

十
三 

本
法
に
定
め
る
空
家
等
の
活
用
の
促
進
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
等
の
配
慮
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
機
関



に
そ
の
運
用
に
つ
い
て
十
分
に
周
知
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
施
行
後
に
お
い
て
も
、
空
家
等
の
活
用
促
進
な
ど
の
空

き
家
対
策
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
望
や
意
見
を
確
認
し
、
今
後
の
対
策
に
つ
な
げ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

十
四 
本
法
に
定
め
る
接
道
規
制
の
特
例
に
よ
り
、
狭
あ
い
道
路
が
更
に
狭
あ
い
に
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま

た
、
空
家
等
を
除
却
す
る
際
に
狭
あ
い
道
路
を
拡
幅
す
る
な
ど
、
災
害
対
策
と
空
き
家
対
策
の
連
携
方
策
に
つ
い
て
検
討
を

進
め
る
こ
と
。 

 

十
五 

国
土
交
通
省
の
空
き
家
対
策
モ
デ
ル
事
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
鑑
み
、
地
方
公
共
団
体
と
法
務
、
不

動
産
、
福
祉
等
の
資
格
を
有
す
る
専
門
家
と
の
積
極
的
な
連
携
を
図
り
、
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
優
良
な
取
組
を
支
援
す

る
こ
と
。 

 

十
六 

部
分
居
住
の
長
屋
の
非
居
住
住
戸
が
著
し
く
保
安
上
危
険
等
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
本
法
の
適
用
対
象
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
全
部
非
居
住
の
長
屋
も
含
め
て
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
を
踏

ま
え
た
本
法
の
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


